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(54)【発明の名称】 内視鏡用光源装置

(57)【要約】
【課題】  停電等により商用電源から電力が供給されな
くなっても、副ランプを点灯して内視鏡検査の続行を可
能にする。
【解決手段】  光源装置１０内に光源として主ランプ３
６、副ランプ３７を設ける。商用電源により充電される
２次電池４０を設ける。主ランプ３６が故障した場合に
は商用電源により副ランプ３７が点灯する。停電により
主ランプ３６が点灯しないときは２次電池４０によって
副ランプ３７が点灯する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体内を照らす照明光用光源である主ラ
ンプおよび副ランプと、
第１の電源から供給される電力により前記主ランプを点
灯させる主ランプ点灯手段と、
前記第１の電源から供給される電力により第２の電源を
充電させる手段と、
前記第１の電源および前記第２の電源の一方から選択的
に供給される電力により前記副ランプを点灯させる副ラ
ンプ点灯手段と、
前記主ランプ点灯手段と前記副ランプ点灯手段との少な
くとも一方を動作させる光源切替手段とを備えることを
特徴とする内視鏡用光源装置。
【請求項２】  前記主ランプの点灯不能状態を検知する
主ランプ点灯状態検知手段を備え、前記点灯不能状態が
検出された時、前記光源切替手段が前記副ランプ点灯手
段を作動させることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡用光源装置。
【請求項３】  前記第１の電源からの前記主ランプへの
電力供給不能状態を検知する電源電力供給状態検知手段
を備え、前記電力供給不能状態を検知した時、前記第２
の電源から供給される電力により前記光源切替手段が駆
動され、前記光源切替手段が前記第２の電源から供給さ
れる電力により前記副ランプ点灯手段を動作させること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項４】  主ランプスイッチおよび副ランプスイッ
チを備え、前記光源切替手段が前記主ランプスイッチの
操作に対応して前記主ランプ点灯手段を作動させ、前記
副ランプスイッチの操作に対応して前記副ランプ点灯手
段を作動させることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡用光源装置。
【請求項５】  前記第１の電源が商用電源であり、前記
第２の電源が２次電池であることを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項６】  前記副ランプが発光ダイオードであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用電源装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、主ランプと副ラン
プとを備える内視鏡用光源装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、生体内を観察する内視鏡用の光源
装置として、照明光用の光源として主ランプと副ランプ
を設けて、主ランプが故障等により点灯しないときには
副ランプを点灯させるものが知られている。この主ラン
プ、副ランプの電源はともに商用電源であるため、停電
により電源が確保できない場合は主ランプ、副ランプと
もに使用できなくなってしまう。    
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】本発明は以上の問題点
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を解決するものであり、商用電源が確保できない場合に
おいても副ランプを点灯させて使用することができる内
視鏡用光源装置を得ることを目的とする。      
【０００４】
【課題を解決するための手段】本発明に係る内視鏡用光
源装置は、生体内を照らす照明光用の光源である主ラン
プおよび副ランプと、第１の電源から供給される電力に
より主ランプを点灯させる主ランプ点灯手段と、第１の
電源から供給される電力により第２の電源を充電させる
手段と、第１および第２の電源の一方から選択的に供給
される電力により副ランプを点灯させる副ランプ点灯手
段と、主ランプ点灯手段と副ランプ点灯手段との少なく
とも一方を動作させる光源切替手段とを備えることを特
徴とする。
【０００５】好ましくは、主ランプの点灯不能状態を検
知する主ランプ点灯状態検知手段を備え、点灯不能状態
が検出された時、光源切替手段は主ランプ点灯手段の動
作から副ランプ点灯手段の動作へ切り替える。
【０００６】例えば、第１の電源から主ランプへの電力
供給不能状態を検知する電源供給状態検知手段を備え、
電力供給不能状態を検知した時、第２の電源から供給さ
れる電力により光源切替手段が駆動され、光源切替手段
が第２の電源から供給される電力により副ランプ点灯手
段を動作させる。
【０００７】好ましくは、主ランプスイッチおよび副ラ
ンプスイッチを備え、光源切替手段は主ランプスイッチ
の操作に対応して主ランプ点灯手段を動作させ、副ラン
プスイッチの操作に対応して副ランプ点灯手段を動作さ
せる。
【０００８】例えば、第１の電源は商用電源であり、第
２の電源は２次電池である。
【０００９】好ましくは、副ランプには発光ダイオード
を用いる。商用電源以外の２次電池を電源とすると、蓄
えられる電気量は限られるため、相対的に消費電力の多
いハロゲンランプやキセノンランプを用いると、装置の
作動時間は相対的に短時間になってしまう。これに対し
て副ランプに消費電力の少ない発光ダイオードを用いる
ことにより、装置を長時間作動させることが可能とな
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】図１は本発明の実施形態である光
源装置の外観図である。光源装置１０には内視鏡スコー
プ（図示せず）を接続可能なスコープ接続部１１が設け
られている。スコープ接続部の左側には主電源スイッチ
１２が配設され、右側にはパネルシートスイッチ１３が
設けられている。パネルシートスイッチ１３は主ランプ
スイッチ１４、光量調整スイッチ１５および副ランプス
イッチ１６を備える。
【００１１】図２、図３を用いて光源装置の回路構成を
説明する。内視鏡スコープ２０にはライトガイド２１、
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イメージファイバー２３が設けられている。ライトガイ
ド２１の入射端２２ａには後述する光源からの光が入射
される。入射された光はライトガイド２１内を伝わって
出射端２２ｂから照射される。照射された光は被写体に
反射し、この反射光がイメージファイバ２３の観察部２
３ｂから出射端２３ａに伝達される。出射端２３ａには
接眼レンズ２４が近接されており、接眼レンズ２４を介
して被写体の肉眼による観察または撮影が可能である。
【００１２】光源装置１０の主電源スイッチ１２がオン
状態に定められると、この情報がシステムコントロール
回路３３に伝達され、システムコントロール回路３３の
制御により商用電源からの電力がプラグ３０を介して供
給される。電力は主ランプ点灯用電源回路３１、制御回
路用電源回路３２に供給される。
【００１３】主ランプ点灯用電源回路３１に供給された
電力は高電圧に変換される。主ランプスイッチ１４がオ
ン状態に定められると、この情報がシステムコントロー
ル回路３３に伝達する。システムコントロール回路３３
の制御により電力が主ランプ点灯用電源回路３１から主
ランプ３６に供給され、主ランプ３６が点灯する。
【００１４】光量スイッチ１５は主ランプ３６から照射
される光量の増減を調節するスイッチである。光量スイ
ッチ１５が操作されると、この情報がシステムコントロ
ール回路３３に伝達され、システムコントロール回路３
３によって主ランプ点灯用電源回路３１が制御され、主
ランプ３６に供給される電圧がコントロールされる。
【００１５】主ランプ３６には被写体を十分に照らすこ
とができるように光量の多いランプが用いられる。例え
ばキセノンランプ、ハロゲンランプが用いられる。また
主ランプ３６の背面部にはリフレクタ３６ａが設置され
ており、主ランプ３６からの光は効果的に入射端２２ａ
に集光する。なお、図２において主ランプ３６と入射端
２２ａの間には副ランプ３７が位置しているが、通常副
ランプ３７は主ランプ３６の光路から退避している。
【００１６】制御回路用電源回路３２に供給された電力
はシステムコントロール回路３３、充電回路３４、副ラ
ンプ駆動回路３５に供給される。
【００１７】充電回路３４に供給された電力は２次電池
４０に蓄えられる。コンセント３０が商用電源に接続さ
れているとき２次電池４０は充電され、２次電池４０が
フル充電の状態になると充電回路３４との接続が遮断さ
れる。
【００１８】システムコントロール回路３３は、副ラン
プ駆動回路３５、ソレノイド駆動回路３８の駆動を制御
する。副ランプ駆動回路３５には副ランプ３７が接続さ
れ、ソレノイド駆動回路３８には副ランプ駆動用ソレノ
イド３９が接続されている。すなわちシステムコントロ
ール回路３３により副ランプ３７、副ランプ駆動用ソレ
ノイド３９の作動が制御される。
【００１９】システムコントロール回路３３は主ランプ
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点灯用電源回路３１からの情報により主ランプ３６の点
灯状態を検知する。システムコントロール回路３３によ
って、主ランプ３６は点灯不能状態であると判断される
と、副ランプ３７の点灯処理が行われる。すなわちシス
テムコントロール回路３３の制御により副ランプ駆動回
路３５が駆動して副ランプ３７が点灯し、ソレノイド駆
動回路が駆動して副ランプ駆動用ソレノイド３９が駆動
して副ランプ３７が主ランプ３６の光路上に配置され
る。
【００２０】更にシステムコントロール回路３３によっ
て点灯不能状態の原因が停電すなわち商用電源から電力
供給不能であると判断されると、電源の切り替え処理が
行われる。すなわち２次電池４０からシステムコントロ
ール回路３３、副ランプ駆動回路３５、ソレノイド駆動
回路３８に電力が供給されて副ランプ３７が点灯する。
【００２１】副ランプ３７には蓄えられた電気量で相対
的に長時間点灯できるように、相対的に電力の消費が少
ない発光ダイオード（ＬＥＤ）が用いられる。
【００２２】副ランプスイッチ１６を手動で操作するこ
とによっても、２次電池４０による副ランプ３７を点灯
させることができる。すなわち主ランプスイッチ１４が
オフ状態のまま、副ランプスイッチ１６がオン状態に定
められると、この情報がシステムコントロール回路３３
に伝達される。システムコントロール回路３３の制御に
より２次電池４０から電力により副ランプ駆動回路３
５、ソレノイド駆動回路３８が駆動され、副ランプ３７
が点灯する。
【００２３】次に図４～図６を用いて本実施形態におけ
る光源装置の作動について説明する。図４はシステムコ
ントロール回路３３によって実行されるプログラム動作
の流れを示すフローチャートである。
【００２４】光源装置１０の主電源スイッチ１２がオン
状態にされるとこのプログラムが起動され、ステップ１
０１において種々のパラメータが初期値にセットされ
る。その後ステップ１０２においてパネルシートスイッ
チ１３の操作に対応して例えば光量の調整処理が行われ
る。ステップ１０３ではキーボード（図示せず）操作に
より入力される情報に関する処理が行われる。
【００２５】ステップ１０４ではランプ関連処理がなさ
れる。このランプ関連処理において副ランプ３７への光
源切り替え処理が行われる。ステップ１０５では内視鏡
スコープ２０の特性に関するデータに応じた処理が行わ
れる。ステップ１０６ではシステムコントロール回路３
３内に設けられたタイマーに基づいて現在の日付、時刻
が検出されてモニタ上（図示せず）に表示される。ステ
ップ１０７ではその他の処理として例えばモニタの輝度
調整が行われる。
【００２６】その後ステップ１０２に戻り、主電源スイ
ッチ１２がオフ状態に設定されるまでステップ１０２～
１０７が反復して実行される。
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【００２７】図５、図６はステップ１０４におけるラン
プ関連処理のサブルーチンを示す。ステップ２０１では
パネルシートスイッチ１３が押されたか否かが判断され
る。すなわち主ランプスイッチ１４、光量調節スイッチ
１５、副ランプスイッチのいずれかのスイッチが操作さ
れたか否かが判断される。パネルシートスイッチ１３の
いずれも押されていないときはステップ３０１にスキッ
プする。
【００２８】ステップ２０１においてパネルシートスイ
ッチ１３が押されたと判定されて時は、ステップ２０２
において押されたスイッチが主ランプスイッチ１４であ
るか否かが判断される。主ランプスイッチ１４以外のス
イッチが押されたときはステップ２０３において、押さ
れたスイッチに対する処理が実行される。すなわち光量
調整スイッチ１５が押されたときは、ライトガイド２２
に出射される光量の増減が行われる。また副ランプスイ
ッチ１６が押されたときは、副ランプ３７がソレノイド
３９によって光路上にセットされる。その後ステップ３
０１にスキップする。  
【００２９】ステップ２０２において主ランプスイッチ
１４が押されたと判断されたときは、ステップ２０４に
おいて主ランプ３６の作動状態、すなわち点灯している
か消灯しているかが判断される。主ランプ３６が点灯し
ているときはステップ２０５において主ランプ３６が消
灯され、フラグＶが０に定められる。一方主ランプ３６
が消灯しているときは、ステップ２０６において主ラン
プ３６が点灯され、フラグＶが１に定められる。
【００３０】ステップ２０４、２０５の処理の後、ステ
ップ３０１が実行される。ステップ３０１ではフラグＶ
が１か否かが判断される。すなわち主ランプ３６の点灯
処理が行われたか否かが判断される。主ランプ３６の点
灯処理が行われていないときはランプ関連処理のルーチ
ンは終了して内視鏡関連処理に移行する（図４参照）。
【００３１】フラグＶが１のときはステップ３０２にお
いて主ランプ２６における電流の有無が判断される。電
流が流れている場合は主ランプ３６は正常に作動してお
り、ランプ関連処理は終了する。一方、主ランプ３６に
電流が流れていないときは、ステップ３０３において所
定の基準時間が経過したか否かが判断される。基準時間
が経過していないときはステップ３０２に戻り再び主ラ
ンプ３６における電流の有無が判断される。すなわち主
ランプ３６の電流が検知されるか、又は基準時間が経過
するまで、ステップ３０２、３０３は繰り返し実行され
る。
【００３２】主ランプ３６の電流が検知されずに、基準
時間経過したときは、主ランプ３６が正常に作動してい
ない（点灯不能状態）とみなされて、ステップ３０４か
らの副ランプ３７の作動のステップに移行する。
【００３３】ステップ３０４では主ランプ点灯用電源回
路３１の電圧が所定の規定値より高いか、否か、すなわ
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ち商用電源から電力が供給不能であるか否かが判断され
る。電圧が規定値以下の場合には、点灯不能状態の原因
は停電すなわち商用電源から電力供給不能であると判断
されて、ステップ３０５において２次電池４０が駆動さ
れる。すなわち電源がプラグ３０を介して供給される商
用電源から２次電池４０に切換えられる。一方、主ラン
プ点灯用電源回路３１の電圧が規定値より高い時には、
点灯不能状態は主ランプ３６の故障であると判断され、
この場合は電源は切換えられず、商用電源の供給状態が
維持されてステップ３０６にスキップする。
【００３４】ステップ３０６では副ランプ３７の位置が
検出される。副ランプ３７が主ランプ３６の光路上から
退避されられている時は、ステップ３０７において副ラ
ンプ駆動用ソレノイド３９が駆動され、副ランプ３７が
主ランプ３６の光路上にセットされる。副ランプ３７が
既に光路上にあるときはステップ３０８へスキップす
る。              
【００３５】ステップ３０８において副ランプ３７が点
灯する。以上によりランプ関連処理のルーチンは終了
し、内視鏡関連処理に移行する（図４参照）。
【００３６】  以上のように本実施形態では、通常は商
用電源により主ランプ３６を点灯させ、主ランプ３６が
故障した場合には、商用電源により副ランプ３７を点灯
させる。また停電の場合には、２次電池４０により副ラ
ンプ３７を点灯させる。したがって、生体内の観察中に
主ランプ３６が点灯しなくなっても、観察を続行し、内
視鏡スコープ２０を生体内から安全に取り出すことが可
能である。
【００３７】副ランプ３７には電力消費の少ないＬＥＤ
を用いるため、２次電池４０に蓄えられた電圧により相
対的に長時間使用することができる、また２次電池４０
に容量の小さいものを用いることにより装置を小型化す
ることができる。
【００３８】手動で副ランプスイッチ１６をオン状態に
することにより、２次電池４０を電源として副ランプ３
７を点灯させることが可能であるため、屋外等のように
商用電源がない場所でも本装置を使用することができ
る。
【００３９】本実施形態においてはファイバースコープ
に用いられる内視鏡用光源装置を示したが、２次電池４
０の電力で駆動可能な電子内視鏡スコープの光源装置に
用いられてもよい。
【００４０】２次電池４０とは別に、システムコントロ
ール回路用バックアップ電源として例えばリチウム電池
を設置してもよい。この場合、停電すなわち商用電源か
ら電力供給不能であると判断されると、システムコント
ロール回路３３はリチウム電池を電源として駆動し、上
述の電源切り替え処理を行う。
【００４１】
【発明の効果】本発明によれば、商用電源が確保できな
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い場合においても副ランプを点灯させることができる
。【図面の簡単な説明】
【図１】光源装置の外観図である。
【図２】内視鏡スコープおよび光源装置の回路図であ
る。
【図３】光源装置の回路図である。
【図４】本実施形態による光源装置の動作を示すフロー
チャートである。
【図５】ランプ関連処理の動作を示すフローチャートの*
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*前半部である。
【図６】ランプ関連処理の動作を示すフローチャートの
後半部である。
【符号の説明】
１４  主ランプスイッチ
１６  副ランプスイッチ
３６  主ランプ
３７  副ランプ
４０  ２次電池

【図１】

【図２】

【図４】
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【図３】

【図５】 【図６】
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